
今後の代金支払い方法に
関する注意点

手形の廃止
　かつて約束手形は支払手段として多く用い
られ、ピークの１９９０年の交換額は約４８００
兆円に及んでいました。現在もなお建設業を中
心に手形を利用している業者は少なくないと思
いますが、２０２３年の手形交換額は約９３兆
円と、ピーク時から９８％も減少しています。
　政府は紙の手形を廃止する方針であり、こ
れに沿って全国銀行協会も２０２６年度末で
電子交換所での手形交換を廃止することとし
ており、既に各金融機関では新たな手形帳の
発行をとりやめるなどしています。
　また、２０２６年１月１日から施行される「製
造委託等に係る中小受託事業者に対する代
金の支払の遅延等の防止に関する法律」（略
称は「中小受託取引適正化法」または「取適
法」。これまでの「下請法」を改正した法律で
す。）では、同法の適用される各種業務委託等
の取引については、代金の支払期日（製品の受
領日から６０日以内といった制限があります。）
に手形を交付することによって代金を支払う
（この場合、手形の受取人は、現金を手にする
には更に手形の満期まで待たされることになり
ます。）こと自体を禁止しています。
　これらの施策等により、まもなく紙の手形は
事実上廃止され、支払手段として使うことがで
きなくなります。
　なぜ紙の手形が廃止されるのかといえば、紙
の手形にはその管理や郵送にかかるコストやリ
スク（印紙税等の負担や紛失や盗難の可能性）
があり、デジタル化時代にふさわしくないという
理由のほか、上記のとおり、手形金の支払いを
受けられるのは満期が来てからであり、満期ま
での期間（手形サイト）が長期の場合、受取人
は現金を手に入れるまで長く待たされることに
なることや、満期前に現金化しようとすれば安く
はない割引料を負担しなければならないことと
なるといった事情から、取引上弱い立場にある
受取人（下請業者等）の資金繰りにしわ寄せが
いくといった問題があるからです。

今後の支払手段と注意点
　政府は、（紙の手形に代わる）今後の支払手
段として、現金払い（銀行振込）と電子記録債
権の利用を推奨しています。
　電子記録債権（でんさい）は、いわば紙の
手形を電子化したものであり、紙の手形の管
理や郵送にかかるコストやリスクを回避できた
り、分割して譲渡することが可能であるなどと
いった利便性があることや、手形の「不渡処
分」と同じような「支払不能処分」があり、これ
が売掛先が確実に支払う強力な動機づけと
なることなどから、今後も利用が拡大するもの
と見込まれています。
　ただし、でんさいも支払いを受けられるのは
満期が来てからですので、受取人の資金繰り
にしわ寄せがいくという紙の手形の問題点は
でんさいにも同様にあります。
　そのため、取適法及びその運用基準では、
同法の適用される各種業務委託等の取引に
ついては、代金をでんさいで支払うことは認め
られているものの、支払期日までに満額の現
金を受け取れるようにしなければならない（満
期が支払期日を超えたり、受取人に割引料を
負担させたりしてはならない）とされているた
め、でんさいで支払うなら支払期日前に、支払
期日までの日を満期とするでんさいで支払うし
かなく、それ以外には、代金の支払方法は支
払期日に現金や銀行振込などで支払うしかな
くなります。
　取適法の適用がない取引（例えば、建設業
法で規制される建設工事等。ただし、建設業
者の取引でも、設計や地質調査の外注等の
工事以外の業務については取適法が適用さ
れることがありますので、注意が必要です。）
については、でんさいの活用の余地は大いに
あると思いますが、紙の手形廃止を前にして
これから明らかにされるであろう支払決済に
関する各種の規制や、取適法の適用のある取
引であるか否かについては細心の注意を払う
必要があるでしょう。
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